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ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
）（
三
件
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
六
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　
　

四

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表 

四

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
開
票
区
の
設
置 

四

〇
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
係
る
選
挙
人
名
簿
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
等 

五

〇
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
日 

五

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
記
載
所
の
名
簿
届
出
政
党
等
名
称

　

等
掲
示
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時 

五

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
（
二
件
） 
五

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
三

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
仙
台
湾
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
保
護
区
域
の
設
定
に
関
す
る
制
限 

一
四

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

一
加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
唐
桑

支
所
の
地
区

平
成
二
十
六
年

十
一
月
十
八
日

気
仙
沼
市
唐
桑
町
高
石
浜

三
百
四
十
六

小
浜　

康
弘　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
堂
角
十

九吉
田　

真
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

殖
業

三
十
七
人

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

九
十
四
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
塩
釜

市
第
一
支
所
の

地
区

平
成
二
十
六
年

十
一
月
十
七
日

塩
釜
市
牛
生
町
十
七

－

四

水
間　

正
夫

塩
釜
市
牛
生
町
十
四

－

二

赤
間　

元
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

殖
業

十
八
人
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

八
十
四
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
塩
釜

市
第
一
支
所
の

地
区

平
成
二
十
六
年

十
一
月
十
七
日

塩
釜
市
牛
生
町
十
七

－

四

水
間　

正
夫

塩
釜
市
牛
生
町
十
四

－

二

赤
間　

元
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
こ
ん
ぶ
養

殖
業

七
人

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
松
山
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
下
中
目
字
経
檀
一
八
七
番
一
地

先
か
ら

同
市
松
山
下
伊
場
野
字
志
田
橋
無
番
地
先
ま

前
Ａ
　

六
・
五
〜

 

三
三
・
四

一
、
一
〇
〇
・
七
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

　

Ａ

六
・
五
〜

 

三
三
・
四

一
、
一
〇
〇
・
七

で

後　
　

Ｂ

一
三
・
三
〜

 

三
七
二
・
五

九
四
六
・
三

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

小
牛
田
松
島
線

三　

道
路
の
区
域　変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
下
中
目
字
新
小
路
浦
六
番
地
先

か
ら

同
市
松
山
下
伊
場
野
字
薬
師
三
七
九
番
二
地

先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
五
〜

 

三
〇
・
五

一
、
五
〇
五
・
三
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

六
・
五
〜

 

三
〇
・
五

一
、
五
〇
五
・
三

一
三
・
三
〜

 

三
七
二
・
六

一
、
八
三
八
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

涌
谷
三
本
木
線

三　

道
路
の
区
域
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変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
古
川
下
中
目
字
新
小
路
浦
二
二
番
四

地
先
か
ら

同
市
松
山
下
伊
場
野
字
松
木
二
六
番
三
二
地

先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
五
〜

 

三
〇
・
五

一
、
三
一
〇
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

六
・
五
〜

 

三
〇
・
五

一
、
三
一
〇
・
四

一
〇
・
一
〜

 

三
七
二
・
六

一
、
六
四
一
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

利
府
松
山
線

三　

道
路
の
区
域　変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野
字
松
木
三
四
四
番
地

先
か
ら

同
市
松
山
下
伊
場
野
字
中
谷
地
一
八
番
一
地

先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
五
〜

 

二
五
・
〇

五
三
二
・
三
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

六
・
五
〜

 

二
五
・
〇

五
三
二
・
三

一
五
・
八
〜

 

五
六
・
五

八
八
一
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
坂
本
九
一
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
戸
倉
字
向
山
九
四
番
七
地
先
ま
で

前
Ａ

　

九
・
五
〜

 

三
〇
・
六

 

一
、
七
二
五
・
二

　

Ａ
　　

Ｂ

　

九
・
五
〜

 

三
〇
・
六

 

一
、
七
二
五
・
二

　

六
・
二
〜

 

一
一
・
一

 

一
六
五
・
八

後
Ｃ

一
一
・
九
〜

 

七
九
・
五

 

一
、
六
六
〇
・
〇

　

Ｄ

　

六
・
四
〜

 

一
二
・
七

 

二
五
・
五

　

Ｅ

　

五
・
七
〜 

九
・
九

 

六
〇
・
〇

　

Ｆ

　

三
・
五
〜

 

三
八
・
八

 

一
六
九
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
向
山
一
五
四
番
地

前
Ａ

一
二
・
六
〜

 

三
八
・
三

 

五
八
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

　

Ｂ
　

八
・
〇
〜

 

一
六
・
六

 

一
三
四
・
八
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先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
水
戸
辺
一
〇
〇
番
一
地
先

ま
で

　

Ａ

一
二
・
六
〜

 

四
九
・
三

 

五
八
〇
・
〇

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ｂ
　

八
・
〇
〜

 

一
六
・
六

 

一
三
四
・
八

　

Ｃ
　

八
・
四
〜

 

二
九
・
八

 

五
四
八
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
坂
本
一
一
九
番
四
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
坂
本
二
二
番
一
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

十
一
月
二
十
八
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
坂
本
一
二
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
波
伝
谷
一
九
二
番
一
地
先
ま
で

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
波
伝
谷
七
三
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
波
伝
谷
二
三
一
番
地
先
ま
で

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
戸
倉
六
〇
番
一
〇
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
波
伝
谷
七
四
番
三
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
向
山
一
五
四
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
水
戸
辺
一
〇
〇
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

十
一
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

立
町
二
丁
目
五
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

 　

石
巻
市
立
町
二
丁
目
十
二
番
一
、
十
三
番
三
、
十
四
番
三
、
十
五
番
十
一
、
二
十
五
番
一
、
二
十
五
番
三
、
二
十

六
番
一
、
二
十
六
番
二
、
二
十
七
番
、
二
十
七
番
二
、
二
十
七
番
三
、
二
十
八
番
二
、
二
十
八
番
三
、
二
十
九
番
二
、

三
十
番
二
、
三
十
番
三
、
三
十
一
番
二
の
一
部
及
び
三
十
一
番
三

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
立
町
二
丁
目
五
番
四
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

六　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
九
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
提

出
が
あ
っ
た
平
成
二
十
五
年
分
及
び
平
成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号
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公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日

執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
数
開
票
区
を
設
置
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

開　

票

区　

名

開
票
所
に
あ
て
よ
う
と
す
る
場
所

有
権
者
数

所
属
投
票
区

建
物
の
名
称

所　

在　

地

面　
　
　

積

大
崎
市

第　

一

開
票
区

大
崎
市
古
川

総
合
体
育
館

大
崎
市
古
川
旭

四
丁
目
五
番
二

号

一
、
八
三
七
㎡

三
二
、
三
九
八
人

松
山
第
一
投
票
区
か
ら
松

山
第
六
投
票
区
ま
で
、
三

本
木
第
一
投
票
区
か
ら
三

本
木
第
八
投
票
区
ま
で
、

鹿
島
台
第
一
投
票
区
か
ら

鹿
島
台
第
一
二
投
票
区
ま

で
、
田
尻
第
一
投
票
区
か

ら
田
尻
第
八
投
票
区
ま
で

大
崎
市

第　

二

開
票
区

大
崎
市
古
川

総
合
体
育
館

大
崎
市
古
川
旭

四
丁
目
五
番
二

号

一
、
八
三
七
㎡

七
八
、
三
〇
八
人

古
川
第
一
投
票
区
か
ら
古

川
第
三
八
投
票
区
ま
で
、

岩
出
山
第
一
投
票
区
か
ら

岩
出
山
第
一
二
投
票
区
ま

で
、
鳴
子
第
一
投
票
区
か

ら
鳴
子
第
一
八
投
票
区
ま

で

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号

　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

被
登
録
資
格
決
定
の
基
準
と
な
る
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
（
た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
と
す
る
。）

二　

登
録
を
行
う
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

三　

縦
覧
に
供
す
る
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
七
号

　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
係
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
）
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
供
す
る
日
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

縦
覧
に
供
す
る
日　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
執
行

の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
投
票
所
内
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
は
次

の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

場　

所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁

二　

日　

時　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日　

午
後
五
時

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
15号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
26年
11月
28日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
ゆ
き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
26年
９
月
４
日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日
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特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た

の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

23,411,985円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

490,941,011円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

514,352,996円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

24,434,328円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

467,158,047円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

491,592,375円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
イ
 　
債
務
者
（
不
真
正
連
帯
債
務
者
８
者
）
の
う
ち
県
内
在
住
者
に
つ
い
て
は
，
定
期
的
に
自
宅
等
を
訪
問
し

て
納
付
折
衝
を
行
い
，
自
主
的
納
付
を
促
し
て
お
り
，
今
年
度
は
４
月
か
ら
９
月
ま
で
に
，
一
部
納
付
金
と

し
て
350,000円

を
回
収
し
た
。

　
　
　
　
 　
県
外
在
住
者
に
つ
い
て
は
，
年
度
内
に
金
融
機
関
に
対
し
財
産
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
，
新

た
な
預
金
等
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
，
差
押
え
を
行
う
。

　
　
　
ロ
 　
今
後
も
，
引
き
続
き
，
粘
り
強
く
債
務
者
に
納
付
を
促
す
交
渉
を
行
っ
て
い
く
ほ
か
，
定
期
的
に
財
産
調

査
を
実
施
し
て
財
産
の
発
見
に
努
め
，
必
要
に
応
じ
て
差
押
え
を
行
う
な
ど
，
収
入
未
済
の
縮
減
を
図
っ
て

い
く
。

　
⑶
　
長
寿
社
会
政
策
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
返
還
金
（
平
成
23・
24年
度
介
護
分
野
緊
急
雇
用
創
出
事
業
運
営
業
務
委
託
契
約
解
除
に
係
る
返
還
金
）
に

お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

9,246,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

9,246,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
不
正
な
手
段
に
よ
る
委
託
契
約
が
発
生
し
な
い
よ
う
，
事
業
計
画
確
認
や
検
査
な
ど
を
一
層
強
化
し
，
制
度

　
　
平
成
26年
11月
５
日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
税
務
課
・
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
　

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,778,539,538円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

4,575,909,438円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

6,354,448,976円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,985,447,672円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

5,040,408,921円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

7,025,856,593円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
平
成
25年
３
月
策
定
の
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
に
基
づ
き
，
引
き
続
き
収
入
未
済
額
の
縮

減
を
図
っ
て
い
く
。

　
　
　
 　
こ
の
計
画
に
基
づ
き
，
各
県
税
事
務
所
で
縮
減
対
策
目
標
と
事
業
計
画
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
，
そ
の
進

捗
状
況
を
税
務
課
へ
定
期
的
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
指
導
・
助
言
を
行
っ

て
い
く
。

　
　
　
 　
３
か
年
計
画
の
重
点
税
目
で
あ
る
個
人
県
民
税
は
着
実
に
縮
減
が
進
ん
で
い
る
が
，
更
な
る
縮
減
を
図
る
た

め
，
各
県
税
事
務
所
に
設
置
し
た
市
町
村
滞
納
整
理
業
務
改
善
支
援
チ
ー
ム
を
中
心
に
市
町
村
の
収
入
率
向

上
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
に
支
援
し
て
い
く
。

　
　
　
 　
さ
ら
に
，
市
町
村
と
の
共
同
催
告
，
県
に
よ
る
直
接
徴
収
及
び
地
方
税
徴
収
対
策
室
に
よ
る
滞
納
整
理
を
強

化
す
る
ほ
か
，
宮
城
一
斉
滞
納
整
理
強
化
月
間
の
新
た
な
取
組
と
し
て
県
市
町
村
合
同
公
売
会
を
開
催
す
る
。

ま
た
，
個
人
県
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
一
斉
指
定
に
つ
い
て
は
，
平
成
26年
度
か
ら
全
市
町
村
で
開
始
し
て

い
る
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
収
入
未
済
額
は
着
実
に
縮
減
が
図
ら
れ
て
お
り
，
引
き
続
き
差
押
中
心
の
滞
納
整
理
を

徹
底
し
て
い
く
。

　
⑵
　
循
環
型
社
会
推
進
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

宮　　城　　県　　公　　報第2612号　平成26年11月28日　金曜日 （6）



　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

14,789,144円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

17,637,784円

　
　
　
　
○
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

880,160円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

21,142,380円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

22,022,540円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,710,490円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

21,241,680円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

22,952,170円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

　
　
　
　
 　
平
成
25年

度
収
入
未
済
額
の
う
ち
，
平
成
26年

度
に
約
668万

円
納
入
さ
れ
，
平
成
26年
９
月
末
の
収
入

未
済
額
（
過
年
度
分
）
は
91,228,284円

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
違
約
金

　
　
　
　
 　
平
成
25年
度
収
入
未
済
額
の
う
ち
，
平
成
26年
度
に
約
21万
円
納
入
さ
れ
，
平
成
26年
９
月
末
の
収
入
未

済
額
（
過
年
度
分
）
は
4,307,280円

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
〔
対
応
策
〕

　
　
　
　
　
 　
確
実
な
償
還
に
つ
な
げ
る
た
め
，
貸
付
申
請
時
に
，
償
還
の
必
要
の
あ
る
「
貸
付
金
」
で
あ
る
こ
と
を

意
識
付
け
る
と
と
も
に
，
借
受
人
，
連
帯
借
受
人
及
び
連
帯
保
証
人
の
償
還
能
力
の
確
認
を
十
分
に
行
う
。

ま
た
，
滞
納
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
速
や
か
に
督
促
を
行
い
，
借
受
人
の
状
況
に
応
じ
て
償
還
計
画
を

変
更
す
る
な
ど
柔
軟
に
対
応
し
，
計
画
的
な
納
入
を
促
進
す
る
。

　
　
　
　
　
 　
今
後
，
更
な
る
収
入
未
済
額
全
体
の
縮
減
を
図
る
た
め
，
債
権
回
収
の
方
法
等
に
つ
い
て
，
保
健
福
祉

事
務
所
と
情
報
共
有
を
図
り
な
が
ら
，
統
一
し
た
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
と
も
に
，
口
座

振
替
の
導
入
や
回
収
困
難
な
債
権
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
る
。
ま
た
，
本
年
11月
よ
り
本

課
家
庭
生
活
支
援
班
に
担
当
職
員
を
１
名
増
加
し
体
制
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
，
収
入
未
済
額
の
納
入

促
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
○
児
童
保
護
費

　
　
　
　
 　
平
成
25年
度
収
入
未
済
額
の
う
ち
，
平
成
26年
度
に
約
18万
円
納
入
さ
れ
，
平
成
26年
９
月
末
の
収
入
未

済
額
（
過
年
度
分
）
は
16,072,844円

と
な
っ
て
い
る
。

周
知
と
適
切
な
債
権
債
務
の
管
理
に
努
め
て
い
く
。

　
⑷
　
子
育
て
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
同
違
約
金
，
児
童
保
護
費
及
び
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
に
お

い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

15,849,127円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

82,063,828円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

97,912,955円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

16,124,902円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

79,266,543円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

95,391,445円

　
　
　
　
○
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
違
約
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

104,780円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

4,420,250円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,525,030円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

464,800円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

4,397,800円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,862,600円

　
　
　
　
○
児
童
保
護
費

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,781,780円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

13,477,154円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

16,258,934円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,848,640円
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○
負
担
金
（
扶
養
保
険
費
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

474,130円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,240,040円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

6,714,170円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

507,970円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,686,960円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

7,194,930円

　
　
　
　
○
使
用
料
（
第
二
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

634,299円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

465,017円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,099,316円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,033,753円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

322,482円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,356,235円

　
　
　
　
○
使
用
料
（
啓
佑
学
園
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

563,664円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,052,220円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

1,615,884円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

925,359円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,095,674円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,021,033円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
未
納
者
の
生
活
状
況
や
経
済
状
況
な
ど
を
調
査
し
，
各
個
別
の
対
応
策
を
講
じ

る
と
と
も
に
，
督
促
状
及
び
催
告
書
の
送
付
，
電
話
や
家
庭
訪
問
に
よ
る
継
続
的
な
納
入
指
導
を
行
い
，
収
入

未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。
ま
た
，
不
正
な
手
段
に
よ
る
補
助
金
交
付
申
請
等
が
発
生
し
な
い
よ
う
，
事

　
　
　
　
〔
対
応
策
〕

　
　
　
　
　
 　
新
規
に
児
童
を
措
置
す
る
に
当
た
り
，
保
護
者
に
負
担
金
納
入
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
い
理
解
を

得
る
よ
う
に
努
め
る
。
ま
た
，
滞
納
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
迅
速
に
納
付
交
渉
を
行
い
，
滞
納
者
か
ら

納
付
で
き
な
い
理
由
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
場
合
に
は
分
割
納
入
，
又
は
徴
収
の
猶
予
を
検
討

す
る
。
滞
納
者
の
子
で
あ
る
児
童
の
保
護
に
支
障
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，

滞
納
処
分
も
視
野
に
入
れ
，
財
産
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
，
時
効
が
成
立
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
，

不
納
欠
損
処
理
す
る
。

　
　
　
○
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金

　
　
　
　
 　
平
成
25年
度
収
入
未
済
額
の
う
ち
，
平
成
26年
度
に
約
95万
円
納
入
さ
れ
，
平
成
26年
９
月
末
の
収
入
未

済
額
（
過
年
度
分
）
は
21,072,520円

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
〔
対
応
策
〕

　
　
　
　
　
 　
返
還
金
現
年
度
分
に
つ
い
て
，
納
付
忘
れ
に
よ
る
滞
納
を
早
期
に
解
消
す
る
た
め
，
納
期
限
後
，
督
促

状
発
布
前
に
電
話
で
の
納
付
呼
び
か
け
案
内
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
，
過
年
度
分
に
つ
い
て
は
，
平
成
26

年
度
か
ら
民
間
企
業
の
ボ
ー
ナ
ス
期
に
合
わ
せ
て
，
新
た
に
特
別
滞
納
整
理
期
間
（
毎
年
７
月
及
び
12月
）

を
設
け
，
集
中
的
に
督
促
を
行
っ
た
結
果
，
３
件
262,680円

が
完
納
と
な
っ
た
。

　
⑸
　
障
害
福
祉
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
，
返
還
金
，
負
担
金
（
扶
養
保
険
費
）
及
び
使
用
料
（
第
二
啓
佑
学
園
，
啓
佑
学
園
）

に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
○
 補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
平
成
22・
23年
度
障
害
者
自
立
支
援
基
盤
整
備
事
業
補
助
金
及
び
福
祉
・
介
護

人
材
処
遇
改
善
事
業
助
成
金
に
係
る
返
還
金
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

19,964,338円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

19,964,338円

　
　
　
　
○
返
還
金
（
平
成
23年
度
障
害
福
祉
関
係
施
設
緊
急
雇
用
創
出
事
業
等
に
係
る
返
還
金
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

16,998,576円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

16,998,576円
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不
正
受
給
案
件
で
あ
る
１
法
人
の
収
入
未
済
に
つ
い
て
は
，
督
促
状
送
付
の
ほ
か
，
任
意
催
告
及
び
納
付
指

導
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も
，
事
業
者
の
資
力
の
回
復
及
び
保
有
資
産
の
状
況
に
つ
い
て
継
続
的
に
調
査
す
る

な
ど
適
切
な
債
権
管
理
を
行
い
，
早
期
の
回
収
に
努
め
て
い
く
。

　
⑻
　
観
光
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
契
約
執
行
者
以
外
の
者
が
，
予
定
価
格
を
訂
正
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
韓
国
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
等
招
請
事
業
委
託
業
務

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
予
定
価
格
調
書
の
作
成
が
省
略
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
起
案
書
の
回
議
前
に
所
属
長
に
確
認
を
と
る
と

と
も
に
，
決
裁
後
は
，
班
長
が
再
確
認
す
る
こ
と
と
し
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⑼
　
農
林
水
産
経
営
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な

債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,280,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

22,324,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

26,604,000円

　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,280,000円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

20,373,000円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

24,653,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
に
伴
う
償
還
金
に
つ
い
て
は
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
，
債
務
者

へ
の
電
話
連
絡
や
訪
問
面
談
に
よ
り
生
活
状
況
の
把
握
に
努
め
な
が
ら
折
衝
を
継
続
し
て
い
る
。

　
　
　
 　
７
月
に
は
，
平
成
25年
度
に
お
い
て
収
入
未
済
額
増
加
の
原
因
と
な
っ
た
債
務
者
を
訪
問
し
，
資
産
差
押
え

の
状
況
や
原
発
補
償
の
状
況
等
に
つ
い
て
聴
取
し
，
今
後
の
償
還
に
つ
い
て
指
導
を
行
っ
た
。

業
計
画
確
認
や
検
査
な
ど
を
一
層
強
化
し
，
制
度
周
知
と
適
切
な
債
権
債
務
の
管
理
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
 　
高
額
返
還
等
が
発
生
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
債
務
者
へ
の
返
還
等
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
の
事
前
周
知
を
図

る
と
と
も
に
，
早
期
の
納
付
計
画
確
認
を
行
い
，
収
入
未
済
が
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
を
促
し
て
い

く
。

　
⑹
　
薬
務
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
賃
借
料
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策

を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
薬
事
業
務
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
用
機
器
賃
貸
借
料
に
つ
い
て
，
二
重
払
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
103,572円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
支
出
担
当
者
が
不
在
と
な
り
，
他
課
職
員
の
応
援
を
得
な
が
ら
事
務
処
理
を
し
て
い
た
が
，
年
末
の
多
忙
な

中
で
錯
誤
に
よ
り
１
か
月
分
を
二
重
払
し
た
も
の
。

　
　
　
 　
支
払
後
，
す
ぐ
に
気
づ
き
，
速
や
か
に
返
還
の
手
続
き
を
行
っ
た
。

　
　
　
 　
こ
れ
以
降
は
，
支
出
担
当
者
か
ら
決
裁
権
者
ま
で
履
行
確
認
一
覧
表
と
の
突
合
を
含
め
た
支
出
内
容
の
確
認

を
徹
底
し
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⑺
　
新
産
業
振
興
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
返
還
金
（
平
成
23・
24年
度
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
金
に
係
る
返
還
金
）
に
お
い
て
，

収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

628,210,533円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

628,210,533円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
破
産
案
件
で
あ
る
１
法
人
の
収
入
未
済
に
つ
い
て
は
，
裁
判
所
へ
の
債
権
届
出
以
降
，
債
権
者
集
会
を
通
じ

て
情
報
収
集
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
26年
度
中
に
債
権
者
へ
の
配
当
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
，
可
能
な
限
り
債
権
が
回
収
で
き
る
よ
う
引
き
続
き
状
況
把
握
な
ど
に
努
め
て
い
く
。
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現
年
度
分
 

38,213,803円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

187,386,036円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

225,599,839円

　
　
　
　
○
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,384,700円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

7,807,200円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

10,191,900円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,827,030円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

8,665,465円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

12,492,495円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
イ
 　
平
成
23年
度
か
ら
25年
度
ま
で
を
「
滞
納
縮
減
重
点
取
組
推
進
期
間
」
と
し
て
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
お

り
，
さ
ら
に
平
成
27年
度
ま
で
２
年
間
期
間
を
延
長
し
，
継
続
し
て
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
ロ
 　
平
成
23年
９
月
に
，
滞
納
家
賃
縮
減
策
の
検
討
機
関
と
し
て
，
有
識
者
を
中
心
に
組
織
す
る
「
県
営
住
宅

滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
委
員
会
」
を
設
置
し
，
課
題
分
析
と
対
応
策
の
検
討
を
行
い
，
同
年
12月
，
同
委
員

会
か
ら
の
「
提
言
」
を
受
け
,「
県
営
住
宅
滞
納
家
賃
等
縮
減
推
進
の
取
組
方
針
」
を
策
定
し
た
。（
平
成
26

年
２
月
一
部
改
訂
）

　
　
　
ハ
 　
こ
の
取
組
方
針
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
滞
納
家
賃
等
の
縮
減
に
向
け
た
取
組

を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
・
滞
納
者
ま
た
は
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
督
促
，
催
告
，
臨
戸
訪
問
の
強
化

　
　
　
　
・
 当
課
と
管
理
代
行
者
（
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
）
が
連
携
し
て
，
滞
納
者
全
戸
の
訪
問
督
促
を
継
続
的
に

実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
　
・
生
活
保
護
受
給
者
の
代
理
納
付
制
度
利
用
の
徹
底
。

　
　
　
　
　
 　
平
成
26年
９
月
現
在
，
14機
関
（
対
象
者
の
い
る
全
機
関
（
県
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
市
社
会
福
祉
事

務
所
））
で
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
　
・
明
渡
訴
訟
対
象
の
拡
大
等

　
　
　
　
　
 　
平
成
25年
度
か
ら
は
，
明
渡
訴
訟
対
象
者
を
６
ヶ
月
以
上
滞
納
者
か
ら
３
ヶ
月
以
上
滞
納
者
へ
と
拡
大

し
た
。

　
　
　
　
　
・
平
成
25年
度
　
　
　
　
　
　
　
　
９
件
提
訴

　
　
　
 　
収
入
未
済
案
件
の
債
務
者
の
中
に
は
離
業
者
や
破
産
者
が
い
る
が
，
今
後
も
引
き
続
き
電
話
や
訪
問
等
に
よ

り
生
活
状
況
等
を
確
認
し
，
可
能
な
限
り
償
還
を
促
す
な
ど
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

　
　
　
 　
な
お
，
収
入
未
済
案
件
以
外
で
貸
付
残
高
が
あ
り
，
か
つ
，
本
資
金
の
貸
付
に
係
る
事
業
を
継
続
し
て
い
る

者
に
対
し
て
は
，
県
地
方
振
興
（
地
域
）
事
務
所
を
通
じ
て
，
毎
年
８
月
31日
現
在
で
事
業
進
捗
状
況
及
び
貸

付
対
象
物
件
の
現
地
確
認
を
行
い
，
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

　
⑽
　
畜
産
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
需
用
費
の
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策

を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
新
聞
購
読
料
に
つ
い
て
，
二
重
払
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
10,704円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
 　
新
聞
，
複
写
機
，
電
話
料
金
等
定
期
的
に
支
出
す
る
も
の
に
つ
い
て
，
支
払
チ
ェ
ッ
ク
表
を
作
成
し
，
支
出

担
当
者
，
会
計
事
務
担
当
者
，
担
当
班
長
，
決
裁
権
者
が
決
裁
の
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
確
認
す
る
と
と
も
に
，
確

認
し
た
こ
と
を
記
入
し
決
裁
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
 　
支
払
事
務
関
係
者
全
員
が
同
じ
チ
ェ
ッ
ク
表
を
保
持
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
，
複

数
の
目
で
支
払
状
況
を
把
握
し
，
同
様
事
例
の
未
然
防
止
を
図
っ
た
。

　
⑾
　
住
宅
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
営
住
宅
使
用
料
及
び
県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
に
お
い
て
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切

な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
○
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

23,978,222円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

166,772,338円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

190,750,560円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額
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合
　
　
計
 

75,087,691円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

32,885,747円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

10,298,698円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

43,184,445円

　
　
　
　
○
定
時
制
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

　
22,400円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

960,600円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

983,000円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

134,400円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

826,200円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

960,600円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容
　

　
　
　
イ
　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
収
入
未
済
額
に
つ
い
て
は
督
促
状
と
３
か
月
毎
に
催
告
状
を
郵
送
。

　
　
　
　
・
８
月
末
ま
で
に
11,077,498円

を
回
収
し
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
を
図
っ
て
い
る
。

　
　
　
ロ
　
定
時
制
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
奨
学
金

　
　
　
　
・
 未
納
者
に
対
し
て
は
，
こ
れ
ま
で
電
話
や
文
書
等
に
よ
り
生
活
状
況
の
把
握
と
督
促
を
行
う
と
と
も
に
，

自
宅
訪
問
に
よ
る
事
情
聴
取
や
連
絡
保
証
人
を
通
じ
た
働
き
か
け
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
，
納

入
に
は
至
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
　
　
　
・
今
後
も
粘
り
強
く
納
付
の
働
き
か
け
を
行
い
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
　
・
未
納
者
：
８
人
（
実
数
）

　
　
　
　
　
主
な
要
因
：
生
活
困
窮
，
住
所
不
明
等
に
よ
る

　
⒁
　
施
設
整
備
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
教
育
財
産
の
貸
付
料
及
び
借
受
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
イ
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
電
話
柱
敷
地
貸
付
料
に
つ
い
て
，
平
成
26年
７
月
８
日
に
調
定
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
平
成
26年
度
（
９
月
末
現
在
）
　
５
件
提
訴
済

　
⑿
　
会
計
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
薬
務
課
及
び
畜
産
課
に
お
け
る
支
出
事
務
に
つ
い
て
，
二
重
払
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
審
査
事
務
を
再
点
検

す
る
な
ど
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
○
薬
務
課

　
　
　
　
　
薬
事
業
務
総
合
支
援
シ
ス
テ
ム
用
機
器
賃
貸
借
料
（
平
成
25年
11月
分
）

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
103,572円

　
　
　
　
○
畜
産
課

　
　
　
　
　
新
聞
購
読
料
（
平
成
25年
４
月
～
６
月
分
）

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
10,704円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
原
因
分
析
の
た
め
対
象
課
に
当
時
か
ら
在
職
し
て
い
る
職
員
に
事
情
聴
取
を
行
っ
た
。
結
果
，
支
出
発
議

課
に
お
い
て
，
現
会
計
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
支
出
負
担
行
為
別
命
令
一
覧
」
に
よ
る
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
，
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
，
会

計
課
に
お
い
て
も
確
認
の
徹
底
が
不
足
し
て
い
た
。

　
　
　
ロ
 　
こ
の
た
め
会
計
課
と
し
て
は
，
現
会
計
シ
ス
テ
ム
の
活
用
方
法
及
び
担
当
者
以
外
に
よ
る
事
務
処
理
進
行

管
理
に
つ
い
て
，
研
修
や
当
課
の
広
報
誌
等
を
通
じ
て
注
意
喚
起
す
る
と
と
も
に
，
履
行
確
認
表
を
添
付
さ

せ
る
な
ど
し
，
確
認
の
徹
底
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
⒀
　
高
校
教
育
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
及
び
定
時
制
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い

て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
○
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

43,865,050円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

31,222,641円
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・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
1,500円

　
　
　
　
ロ
 　
平
成
25年
５
月
か
ら
10月
分
の
仮
設
校
舎
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
，
10月
31日
に
ま
と

め
て
使
用
許
可
し
，
11月
1日
に
使
用
料
の
調
定
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
９
件

　
　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
13,910円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
年
度
初
め
の
調
定
に
あ
た
っ
て
は
，
許
可
担
当
者
と
歳
入
担
当
者
は
調
定
案
件
に
つ
い
て
，
漏
れ
が
な
い

よ
う
該
当
案
件
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
相
互
確
認
す
る
と
と
も
に
，
歳
入
に
関
し
て
は
収
納
状
況
ま
で
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
，
進
行
管
理
表
を
作
成
の
上
，
随
時
班
内
を
供
覧
し
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し

た
。

　
　
　
ロ
 　
仮
設
校
舎
の
リ
ー
ス
が
始
ま
る
学
校
に
対
し
て
は
，
仮
設
校
舎
を
目
的
外
使
用
す
る
際
の
手
続
き
の
周
知

徹
底
を
図
る
。
ま
た
，
学
校
で
毎
月
行
わ
れ
る
定
例
職
員
会
議
の
資
料
に
は
，
翌
月
の
月
間
行
事
予
定
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
，
そ
の
中
で
模
擬
試
験
実
施
等
に
よ
る
目
的
外
使
用
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
，
当
該
校
に
対
し
毎
月
月
末
に
翌
月
の
行
事
予
定
を
提
出
さ
せ
，
使
用
許
可
手
続
き
を
促
す
と
と
も
に
，

当
課
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
ク
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
⒂
　
文
化
財
保
護
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
需
用
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
遅
収
加
算
額
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
 　
電
話
料
及
び
電
気
料
の
支
出
に
つ
い
て
，
請
求
金
額
よ
り
少
な
い
金
額
で
支
出
手
続
し
た
電
話
料
が
，
公

共
料
金
振
替
口
座
か
ら
先
に
引
き
落
と
さ
れ
た
た
め
，
電
気
料
が
口
座
引
落
不
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
，

早
期
収
納
割
引
が
適
用
さ
れ
ず
，
３
％
の
遅
収
加
算
額
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
 

１
件
　

　
　
　
　
・
正
電
話
料
支
出
額
 

2,888円
　

　
　
　
　
・
誤
電
話
料
支
出
額
 

2,887円
　

　
　
　
　
・
電
気
料
金
額
 

3,906,147円
　

　
　
　
　
・
遅
収
加
算
額
 

115,505円
　

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
再
発
防
止
策
と
し
て
，
日
常
的
に
複
数
の
職
員
で
支
出
額
の
根
拠
と
な
る
算
定
資
料
の
検
算
を
行
う
と
と
も

に
，
他
所
属
・
複
数
科
目
に
係
る
支
出
案
件
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
し
，
そ
の
的
確
性
を
組
織
的
に
確
認
す
る

こ
と
と
す
る
。

　
　
　
 　
ま
た
，
公
共
料
金
振
替
に
つ
い
て
は
，
該
当
口
座
の
記
帳
等
を
月
２
回
（
中
，
下
旬
）
は
必
ず
行
う
こ
と
や
，

項
目
・
支
払
日
・
引
き
落
と
し
日
・
件
数
・
金
額
等
を
一
覧
表
に
し
，
常
に
把
握
す
る
こ
と
と
し
，
引
落
不
能

等
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
と
す
る
。

　
⒃
　
警
察
本
部

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
放
置
違
反
金
，
損
害
賠
償
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収

納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
○
放
置
違
反
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,772,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

15,378,009円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

21,150,009円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

8,207,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

18,692,305円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

26,899,305円

　
　
　
　
○
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

3,884,265円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

10,870,050円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

14,754,315円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

2,063,250円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,749,100円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

11,812,350円

　
　
　
　
○
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

405,800円
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公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,800,290円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
 

2,206,090円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

704,000円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

1,768,190円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

2,472,190円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
　
放
置
違
反
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

　
　
　
　
○
催
告
に
よ
る
自
主
納
付
の
促
進

　
　
　
　
　
 　
督
促
期
限
後
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
催
促
状
及
び
財
産
差
押
予
告
通
知
書
の
送
付
，
電

話
，
臨
戸
訪
問
に
よ
る
催
促
を
強
化
し
，
自
主
納
付
を
促
し
た
。

　
　
　
　
○
追
跡
調
査
に
よ
る
時
効
完
成
債
権
の
縮
減

　
　
　
　
　
 　
使
用
者
の
所
在
不
明
及
び
車
両
転
売
に
よ
る
使
用
者
不
明
等
に
よ
る
連
絡
不
能
事
案
に
つ
い
て
は
，
特

に
時
効
消
滅
切
迫
事
案
を
中
心
と
し
て
追
跡
調
査
を
継
続
し
て
実
施
し
，
時
効
完
成
と
な
る
債
権
の
縮
減

に
努
め
た
。

　
　
　
　
○
催
告
に
応
じ
な
い
滞
納
者
へ
の
対
応

　
　
　
　
　
 　
通
知
書
の
送
付
等
に
よ
る
再
三
の
催
告
に
も
応
じ
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
債
権
差
押
等
の
滞
納
処

分
を
推
進
し
た
。

　
　
　
ロ
　
損
害
賠
償
金

　
　
　
　
○
電
話
に
よ
る
納
付
促
進

　
　
　
　
　
 　
債
務
者
に
対
し
，
定
期
的
に
電
話
に
よ
る
督
促
を
実
施
し
，
納
付
を
促
進
し
た
。

　
　
　
　
○
分
割
納
付
・
一
部
現
金
に
よ
る
債
権
の
回
収

　
　
　
　
　
 　
生
活
困
窮
等
の
理
由
に
よ
り
一
括
納
付
が
で
き
な
い
債
務
者
に
対
し
て
は
，
分
割
納
付
及
び
一
部
現
金

納
付
に
よ
り
債
権
を
回
収
し
た
。

　
　
　
　
○
分
割
納
付
者
に
対
す
る
指
導

　
　
　
　
　
 　
分
割
納
付
者
の
う
ち
，
納
付
が
滞
り
が
ち
と
な
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
し
て
は
，
電
話
に
よ
る
納
付
指

導
を
実
施
し
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
16号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
26年
11月
28日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
ゆ
き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
26年
９
月
３
日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
26年
11月
11日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
企
業
局
公
営
事
業
課
（
水
道
経
営
管
理
室
）

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
企
業
債
の
償
還
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た

い
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
企
業
債
の
償
還
に
お
い
て
，
借
入
先
（
金
融
機
関
）
へ
の
償
還
日
を
錯
誤
し
支
出
関
係
書
類
を
作
成
し
た
う

え
，
支
出
事
務
の
決
裁
段
階
で
関
係
職
員
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
支
払
が
１
日
遅
れ
た
た
め

追
加
利
息
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
再
発
防
止
に
向
け
て
，
会
計
事
務
（
支
出
・
収
入
等
）
に
お
け
る
支
出

帳
票
等
に
添
付
す
る
証
拠
書
類
の
重
要
項
目
に
マ
ー
カ
ー
を
付
す
る
な
ど
，
視
覚
的
に
相
互
チ
ェ
ッ
ク
が
働
く

よ
う
工
夫
す
る
と
と
も
に
，
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
証
拠
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
で
，
チ
ェ
ッ
ク
漏
れ
を

防
ぐ
な
ど
，
再
発
防
止
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
，
支
払
遅
延
発
覚
以
降
，
実
施
し
て
い
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
8
号

  宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
26年
11月
28日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
鎌
田
　
宏
　
　

　
　
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
２
の
13の

項
中
「
亘
理
郡
山
元
町
大
平
字
新
平
110番

７
先
か
ら
」
を
「
亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
舘
野
丙
21
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宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
湾
に
お
け
る
水
産

動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
三
十
日
ま
で

二　

制
限
の
内
容

　

 　

次
の
表
に
示
す
保
護
区
域
に
お
い
て
は
、
全
て
の
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
宮
城
県
漁

業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
許
可
を
受

け
て
採
捕
す
る
場
合
及
び
試
験
研
究
機
関
が
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

保
護
区
域
名

保
護
区
域
（
表
示
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。）

仙
台
湾
Ａ
区
域

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
十
六
・
九
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
三
・
一
〇
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
十
六
・
六
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
四
・
三
六
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
十
五
・
六
三
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
四
・
〇
〇
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
十
五
・
九
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
二
・
八
〇
分

仙
台
湾
Ｂ
区
域

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
十
一
・
八
九
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
三
・
八
六
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
十
一
・
四
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
五
・
六
二
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
十
・
四
七
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
五
・
二
九
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
十
・
九
二
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
三
・
四
八
分

仙
台
湾
Ｃ
区
域

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
〇
八
・
〇
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
四
・
一
六
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
〇
七
・
四
二
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
六
・
五
九
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
〇
五
・
五
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
五
・
八
四
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
〇
六
・
一
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
三
・
四
一
分

仙
台
湾
Ｄ
区
域

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
十
八
・
五
八
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
五
・
六
〇
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
十
七
・
三
五
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
七
・
六
二
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
十
五
・
八
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
六
・
二
一
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
十
六
・
九
八
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
四
・
二
一
分

番
７
先
か
ら
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
26年
12月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
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